
お問い合わせ　健康保険課　国民健康保険係　☎098-911-9163

【問い合わせ】　総務課　行政係　☎098-945-011

令和3年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について

◇◆国民健康保険◆◇

限度額適用認定証の更新時期です
更新手続きは、８月１日 (月) から！

◇◆国民健康保険◆◇

限度額適用認定証の更新時期です
更新手続きは、８月１日 (月) から！

　現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担減額認定証」の有効
期限は、令和４年７月31日です。８月以降も引き続き認定証が必要な方は、更新手続
きをお願いします。

持ってくるもの対　象　者
①対象者の国民健康保険証
②窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類（免許証等）
③世帯主と対象者のマイナンバーカード（顔写真入り）
　または、マイナンバー通知カード（コピー可）

・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方
　及び住民税課税世帯のうち「現役並み所得者Ⅰ」、
「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方

 掲載内容（日時、場所、内容等を詳しく）
○令和3年度　情報公開制度・個人情報保護制度運用状況
　Ⅰ　情報公開制度の運用状況
　　（１)公開請求件数は15件で、処理状況内訳は表1のとおりです。
　　（２）分野別の公開請求件数は、産業・経済関係1件、公害・自然関係7件、保健・衛生・医療関係２件
　　　　教育・文化関係3件、行政一般関係２件となっています。
　　（３）実施機関別の公開請求処理件数は、町長事務部局14件、教育委員会4件となっています。

　Ⅱ　個人情報保護制度の運用状況
　　（１）自己情報に関する開示等請求は6件で、処理状況内訳は表2のとおりです。
　　　　表２　自己情報（開示・訂正・消去・停止）の処理状況内訳

※1つの請求書で複数の文書請求があり、かつ、処分内容が複数に及ぶものが15件中3件あります。
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◆世帯員に令和４年度所得未申告者がいる場合は区分判定ができないため、必ず収入申告をお願いします。

（２）個人情報の目的外利用の届出は2件、外部提供は38件となっています。

【お問い合わせ】　与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター　☎098-988-1914

日　程：令和4年9月7日(水）・8日(木）・14日(水)・15日(木）の４日間
時　間：午前9時～午後5時（昼食時間含）
　　　　※若干の変更有
会　場：中城村役場・吉の浦会館
内　容：保育の心・子どもの心の発達・子どもの遊び/世話・
　　　　子どもの身体の発育と病気・小児看護の基礎知識・栄養と食生活(実習)
定　員：20名（定員に達し次第締め切り）　
受講料：無　料（テキスト代込み）　
対　象：心身共に健康で全日程受講できる方
　※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、延期になる場合もございます。

令和４年度　ファミリーサポートセンター　第11回子育てサポーター養成講座
地域でつながる子育て支援の輪にあなたも加わってみませんか？

●ファミリーサポートセンターとは
「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手
いがしたい人」が会員となり、地域で行う相互援助活
動を組織化したものです。育児支援の為に子どもの一
時預かりや保育施設への送迎、病児・病後児の預かり
など・・地域の方々の力を借りて、子育てママ・パパ
を有償ボンティアで応援します
　◎子育ての合間でサポートしてみたい
　◎仕事が入ってない日にサポート出来るかも・・・
　◎定年退職して時間に余裕ができた
　◎自分も助けて貰ったおかえしをしたい　　　
　・・・などなど、子育てサポートに興味のある方々
      　『ちょこっとボランティア』してみませんか？

75歳以上の方 後期高齢者医療制度 被保険者の皆様

　　　　 医療費が高額になる場合 ご確認ください 　　　　

【お問い合わせ】　健康保険課 後期高齢者医療係  ☎ 098-911-9163

同一世帯内で過去12か月以内に限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
年間（8月～翌年7月）の限度額は、144,000円です。
過去12か月以内に外来＋入院（世帯単位）の限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。

※1
※2
※3

　後期高齢者医療の被保険者で療養（入院・外来）を受ける場合には、限度額証（下記、①または②）を被保険者証に添えて医
療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払金額（自己負担額）が自己負担限度額までになります。

■申請手続きが必要となる方
①今までに限度額証の申請を行ったことがなく、初めて申請される方
　　※交付を受けたことがある方で該当する一部の方には、被保険者証と一緒に同封しております。
②長期入院該当になる方（過去12か月以内の入院日数が91日以上）
　１割証をお持ちで、②限度額適用・標準負担額減額認定証（区分Ⅱ）をすでに持っている場合でも、再度お手続きが必要です。
≪申請時にご持参いただくもの≫
　◎被保険者証　◎窓口に来られる方の身分証明書　
　（長期入院該当を申請の方）上記書類と併せて、◎限度額証（薄むらさき色）　◎入院日数がわかる書類

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　3割の方）　①限度額適用認定証

所得区分

区分Ⅲ 252,600円＋（医療費-842,000円）×1％
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一般 18,000円※2 57,600円
（44,400円）※3
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24,600円

15,000円
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210円
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160円

不要
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●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　1割の方）　②限度額適用・標準負担額減額認定証
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